
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
三

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
五

○
浸
水
想
定
区
域
等
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
七

公
　
　
　
告

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
十
九
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
七

○
公
聴
会
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
二

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
介
護
機
関
に
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

所
在
地

社
会
福
祉
法
人

笛
吹
市
石
和
町
四

社
会
福
祉
法
人
壽

笛
吹
市
石
和
町
四
事
業
所
の
名

壽
ノ
家

日
市
場
二
千
三
十

ノ
家
　
寿
ノ
家
指

日
市
場
二
千
三
十
称

一
番
地

定
居
宅
介
護
支
援

一
番
地

事
業
所

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
青
葉
町
十

や
さ
し
い
手
　
甲

甲
斐
市
篠
原
二
千
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

四
番
十
五
号

斐
事
業
所

百
七
十
三
番
地
六
在
地
及
び
事

業
所
の
名
称

並
び
に
所
在

地

株
式
会
社
　
ニ
チ

東
京
都
千
代
田
区

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

甲
府
市
増
坪
町
二
事
業
所
の
名

イ
学
館

神
田
駿
河
台
二
番

ン
タ
ー
甲
府
南

百
六
十
六
番
地
十
称
及
び
所
在

地
九

一

地

社
団
法
人
　
山
梨

甲
府
市
宝
一
丁
目

共
立
介
護
支
援
セ

甲
府
市
丸
の
内
二
事
業
所
の
名

勤
労
者
医
療
協
会

九
番
一
号

ン
タ
ー

丁
目
八
番
十
一
号
称
及
び
所
在

丸
ビ
ル
一
Ｆ

地

株
式
会
社
　
ケ
ー

笛
吹
市
石
和
町
四

ケ
ー
・
ア
ー
ル
・

笛
吹
市
石
和
町
四
事
業
所
の
名

・
ア
ー
ル
・
ジ
ー

日
市
場
二
千
三
十

ジ
ー
福
祉
用
具
貸

日
市
場
二
千
三
十
称

一
番
地

与
事
業
所

一
番
地

企
業
組
合
　
ケ
ア

甲
府
市
朝
日
五
丁

企
業
組
合
　
ケ
ア

甲
府
市
朝
日
五
丁
事
業
所
の
所

フ
ォ
ー
ラ
ム
甲
府

目
六
番
十
一
号

フ
ォ
ー
ラ
ム
甲
府

目
六
番
十
一
号

在
地

サ
ン
ハ
イ
ツ
ひ
ぐ

サ
ン
ハ
イ
ツ
ひ
ぐ

ち

ち

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
青
葉
町
十

や
さ
し
い
手
　
福

甲
府
市
国
母
一
丁
事
業
所
の
所

し
い
手
甲
府

四
番
十
五
号

祉
用
具
セ
ン
タ
ー

目
五
番
二
十
号

在
地
及
び
事

業
所
の
名
称

並
び
に
所
在

地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
笛

笛
吹
市
一
宮
町
末
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

吹
事
業
所

木
八
百
五
十
六
番
在
地

地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
笛

笛
吹
市
一
宮
町
末
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

吹
福
祉
用
具
セ
ン

木
八
百
五
十
六
番
在
地

タ
ー

地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
甲

甲
州
市
勝
沼
町
山
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

州
事
業
所

千
百
十
番
地
一

在
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
三
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

六
月
十
四
日

第
千
七
百
六
十
八
号

木　曜　日



株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
勝

甲
州
市
勝
沼
町
休
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

沼
事
業
所

息
千
八
百
六
十
七
在
地

番
地
二

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
山

山
梨
市
上
神
内
川
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

梨
事
業
所

六
十
一
番
地
　
フ
在
地

ラ
ッ
ツ
タ
カ
ノ
一

〇
五
号
室

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
富

富
士
吉
田
市
上
吉
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

士
吉
田
事
業
所

田
五
丁
目
九
番
五
在
地

号

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
韮

韮
崎
市
藤
井
町
南
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

崎
事
業
所

下
条
六
百
四
十
九
在
地

番
地
一

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
南

南
ア
ル
プ
ス
市
百
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

ア
ル
プ
ス
事
業
所

々
三
千
十
一
番
地
在
地

六

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
市

西
八
代
郡
市
川
三
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

川
大
門
事
業
所

郷
市
川
大
門
千
三
在
地
及
び
事

百
八
十
八
番
地
四
業
所
の
名
称

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
鰍

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

沢
事
業
所

千
八
百
十
八
番
地
在
地
及
び
事

業
所
の
名
称

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
甲

甲
府
市
青
葉
町
十
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

府
事
業
所

四
番
十
五
号

在
地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
国

甲
府
市
国
母
一
丁
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

母
事
業
所

目
五
番
二
十
号

在
地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
訪

甲
府
市
国
母
一
丁
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

問
入
浴
セ
ン
タ
ー

目
五
番
二
十
号

在
地

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
富

甲
府
市
富
士
見
一
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

士
見
事
業
所

丁
目
三
番
二
十
五
在
地

号
　
町
田
ビ
ル
二

Ｆ

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
青

甲
府
市
青
沼
一
丁
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

沼
事
業
所

目
十
二
番
二
十
七
在
地

号
　
タ
カ
ノ
マ
ン

シ
ョ
ン
一
〇
一

社
会
福
祉
法
人

北
杜
市
高
根
町
箕

長
坂
小
淵
沢
訪
問

北
杜
市
長
坂
町
長
事
業
所
の
名

北
杜
市
社
会
福
祉

輪
新
町
五
十
番
地

介
護
事
業
所

坂
上
条
二
千
五
百
称

協
議
会

七
十
五
番
地
十
九

株
式
会
社
　
や
さ

甲
府
市
朝
日
五
丁

や
さ
し
い
手
　
北

北
杜
市
須
玉
町
藤
事
業
者
の
所

し
い
手
甲
府

目
四
番
十
六
号

杜
事
業
所

田
七
百
九
十
九
番
在
地

地
一

社
団
法
人
　
山
梨

甲
府
市
宝
一
丁
目

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
丸
の
内
二
事
業
所
の
名

勤
労
者
医
療
協
会

九
番
一
号

支
援
セ
ン
タ
ー
き

丁
目
九
番
二
十
八
称
及
び
所
在

ょ
う
り
つ

号
　
勤
医
協
駅
前
地

ビ
ル
四
階

社
団
法
人
　
山
梨

甲
府
市
宝
一
丁
目

共
立
介
護
支
援
セ

甲
府
市
丸
の
内
二
事
業
所
の
名

勤
労
者
医
療
協
会

九
番
一
号

ン
タ
ー

丁
目
九
番
二
十
八
称
及
び
所
在

号
　
勤
医
協
駅
前
地

ビ
ル
四
階

社
団
法
人
　
山
梨

甲
府
市
宝
一
丁
目

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

甲
府
市
丸
の
内
二
事
業
所
の
所

勤
労
者
医
療
協
会

九
番
一
号

シ
ョ
ン
す
ず
か
け

丁
目
九
番
二
十
八
在
地

号
　
勤
医
協
駅
前
　

ビ
ル
四
階

社
団
法
人
　
山
梨

甲
府
市
宝
一
丁
目

甲
府
訪
問
看
護
ス

甲
府
市
丸
の
内
二
事
業
所
の
所

勤
労
者
医
療
協
会

九
番
一
号

テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず

丁
目
九
番
二
十
八
在
地

か
け

号
　
勤
医
協
駅
前
　

ビ
ル
四
階

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
四



有
限
会
社
　
グ
ッ

甲
府
市
住
吉
四
丁

有
限
会
社
　
グ
ッ

甲
府
市
住
吉
四
丁
事
業
所
の
名

ト
ケ
ア
ー

目
六
番
二
十
四
号

ト
ケ
ア
ー
　
住
吉

目
六
番
二
十
四
号
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

株
式
会
社
　
ハ
ー

千
葉
県
千
葉
市
美

株
式
会
社
ハ
ー
ト

甲
府
市
徳
行
一
丁
事
業
者
の
所

ト
ウ
ェ
ル

浜
区
新
港
四
十
二

ウ
ェ
ル
山
梨
店

目
九
番
三
十
五
号
在
地

番
地
四

樋
川
ビ
ル
一
階

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
幸
町
十
五

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
下
向
山
町
事
業
所
の
名

甲
府
市
社
会
福
祉

番
六
号

支
援
セ
ン
タ
ー

千
五
百
十
六
番
地
称

協
議
会

風
土
記
の
丘

一

医
療
法
人
　
慶
友

甲
府
市
城
東
四
丁

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
城
東
四
丁
事
業
所
の
名

会

目
十
三
番
十
五
号

支
援
セ
ン
タ
ー

目
十
三
番
十
五
号
称

城
東

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
国
玉
町
九

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
国
玉
町
九
事
業
所
の
名

和
人
会

百
五
十
一
番
地
一

支
援
セ
ン
タ
ー

百
五
十
一
番
地
一
称

ト
リ
ア
ス

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
青
葉
町
十

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
下
飯
田
一
事
業
所
の
名

恵
優
会

四
番
十
五
号

支
援
セ
ン
タ
ー

丁
目
四
番
三
十
七
称

甲
府
西

号

医
療
法
人
　
笹
本

甲
府
市
古
上
条
町

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
大
里
町
五
事
業
所
の
名

会

四
百
四
十
六
番
地

支
援
セ
ン
タ
ー

千
三
百
十
五
番
地
称

お
お
く
に

医
療
法
人
　
立
星

甲
府
市
和
戸
町
三

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
住
吉
五
丁
事
業
所
の
名

会

百
八
十
九
番
地
三

支
援
セ
ン
タ
ー

目
二
十
四
番
十
四
称

こ
う
ふ
南

号

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
塚
原
町
三

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
塚
原
町
三
事
業
所
の
名

山
梨
樫
の
会

百
五
十
九
番
地

支
援
セ
ン
タ
ー

百
五
十
九
番
地

称

あ
い
か
わ

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
羽
黒
町
千

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
羽
黒
町
千
事
業
所
の
名

奥
湯
村
福
祉
会

六
百
五
十
七
番
地

支
援
セ
ン
タ
ー

六
百
五
十
七
番
地
称

五

奥
湯
村
園

五

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
羽
黒
町
千

甲
府
市
地
域
包
括

甲
府
市
朝
日
二
丁
事
業
所
の
名

奥
湯
村
福
祉
会

六
百
五
十
七
番
地

支
援
セ
ン
タ
ー

目
二
番
三
号
　
田
称

五

朝
日
新
紺
屋

中
ビ
ル
一
〇
二

特
定
非
営
利
活
動

三
重
県
い
な
べ
市

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

甲
府
市
大
里
町
三
事
業
者
の
所

法
人
　
ヘ
ル
ス
ケ

員
弁
町
大
泉
千
九

大
里

千
三
百
七
十
五
番
在
地

ア
サ
ポ
ー
ト
協
会

百
九
十
番
地
二

地
一

医
療
法
人
　
立
史

甲
府
市
上
阿
原
町

ノ
イ
エ
ス
訪
問
介

甲
府
市
上
阿
原
町
事
業
所
の
名

会

千
百
五
十
一
番
地

護
事
業
所

千
百
五
十
一
番
地
称

株
式
会
社
　
日
本

甲
府
市
丸
の
内
三

パ
ナ
介
護
ヘ
ル
パ

甲
府
市
丸
の
内
三
事
業
者
の
名

ケ
ア
ソ
リ
ュ
ー
シ

丁
目
三
十
二
番
十

ー
セ
ン
タ
ー

丁
目
三
十
二
番
十
称
及
び
事
業

ョ
ン

五
号

五
号

所
の
所
在
地

医
療
法
人
財
団
加

山
梨
市
上
神
内
川

加
納
岩
居
宅
介
護

山
梨
市
上
神
内
川
事
業
所
の
名

納
岩

千
三
百
九
番
地

支
援
事
業
所

千
三
百
六
十
三
番
称
及
び
所
在

地

地

医
療
法
人
財
団
加

山
梨
市
上
神
内
川

東
山
梨
訪
問
看
護

山
梨
市
上
神
内
川
事
業
所
の
所

納
岩

千
三
百
九
番
地

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

千
三
百
六
十
三
番
在
地

地

南
部
町

南
巨
摩
郡
南
部
町

南
部
町
な
ん
ぶ
居

南
巨
摩
郡
南
部
町
事
業
所
の
名

福
士
二
万
八
千
五

宅
介
護
支
援
事
業

内
船
八
千
八
百
十
称
及
び
所
在

百
五
番
地
二

所

二
番
地

地

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
次
の
介
護
機
関
は
廃
止
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
五



事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
業
所
の
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

在
地

医
療
法
人
　
銀
門
会

笛
吹
市
石
和
町
四
日

甲
州
訪
問
介
護
ス
テ
ー
笛
吹
市
石
和
町
四
日
市

市
場
二
千
三
十
一
番

シ
ョ
ン

場
二
千
三
十
一
番
地

地
二
十
五

北
杜
市
・
小
淵
沢
町

北
杜
市
長
坂
町
大
八

北
杜
市
・
小
淵
沢
町
病
北
杜
市
長
坂
町
大
八
田

病
院
組
合
組
合
立
山

田
三
千
九
百
五
十
四

院
組
合
組
合
立
山
梨
甲
三
千
九
百
五
十
四
番
地

梨
甲
陽
病
院

番
地

陽
病
院

社
会
福
祉
法
人
　
身

南
巨
摩
郡
身
延
町
常

身
延
町
社
会
福
祉
協
議
南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平

延
町
社
会
福
祉
協
議

葉
千
九
十
三
番
地

会
指
定
訪
問
介
護
身
延
二
千
四
百
八
十
三
番
地

会

事
業
所

三
十
六

社
会
福
祉
法
人
　
身

南
巨
摩
郡
身
延
町
常

身
延
町
社
会
福
祉
協
議
南
巨
摩
郡
身
延
町
常
葉

延
町
社
会
福
祉
協
議

葉
千
九
十
三
番
地

会
指
定
訪
問
介
護
下
部
千
九
十
三
番
地

会

事
業
所

社
会
福
祉
法
人
　
身

南
巨
摩
郡
身
延
町
常

身
延
町
社
会
福
祉
協
議
南
巨
摩
郡
身
延
町
常
葉

延
町
社
会
福
祉
協
議

葉
千
九
十
三
番
地

会
指
定
居
宅
介
護
支
援
千
九
十
三
番
地

会

下
部
事
業
所

富
士
吉
田
市

富
士
吉
田
市
下
吉
田

富
士
吉
田
市
指
定
居
宅
富
士
吉
田
市
下
吉
田
千

千
八
百
四
十
二
番
地

介
護
支
援
事
業
所

八
百
四
十
二
番
地

市
川
大
門
町

西
八
代
郡
市
川
三
郷

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
い
ち
か
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

町
市
川
大
門
千
七
百

わ

市
川
大
門
四
百
十
六
番

三
十
三
番
地
一

地

望
月
ク
リ
ニ
ッ
ク
・

甲
府
市
塩
部
四
丁
目

望
月
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
デ
甲
府
市
塩
部
四
丁
目
十

デ
イ
・
ケ
ア
セ
ン
タ

十
六
番
二
号

イ
・
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

六
番
二
号

ー株
式
会
社
　
や
さ
し

甲
府
市
丸
の
内
一
丁

株
式
会
社
や
さ
し
い
手
甲
府
市
青
葉
町
十
四
番

い
手
甲
府

目
二
十
一
番
七
号

甲
府
　
甲
府
南
事
業
所
十
五
号

武
藤
ビ
ル
六
Ｆ

株
式
会
社
　
や
さ
し

甲
府
市
青
葉
町
十
四

や
さ
し
い
手
　
昭
和
事
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地

い
手
甲
府

番
十
五
号

業
所

新
居
三
百
七
十
四
番
地

一

医
療
法
人
　
立
史
会

甲
府
市
上
阿
原
町
千

ノ
イ
エ
ス
訪
問
介
護
ス
甲
府
市
中
央
一
丁
目
一

百
五
十
一
番
地

テ
ー
シ
ョ
ン

番
十
七
号

医
療
法
人
康
麗
会

笛
吹
市
石
和
町
市
部

医
療
法
人
康
麗
会
　
山
笛
吹
市
石
和
町
市
部
八

山
梨
峡
東
病
院

八
百
九
番
地
一

梨
峡
東
病
院

百
九
番
地
一

メ
デ
ィ
カ
ル
・
ケ
ア

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

モ
ア
ラ
イ
フ
韮
崎

韮
崎
市
竜
岡
町
下
条
南

・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

大
宮
区
大
成
町
一
番

割
百
九
十
二
番
地
三

社

地
二
百
四
十
六

医
療
法
人
　
共
生
会

甲
府
市
湯
村
三
丁
目

Ｎ
Ａ
Ｃ
湯
村
　
指
定
介
甲
府
市
湯
村
三
丁
目
十

十
五
番
十
三
号

護
予
防
支
援
事
業
所

五
番
十
三
号

社
団
法
人
山
梨
口
腔

甲
府
市
大
手
一
丁
目

山
梨
口
腔
保
健
セ
ン
タ
甲
府
市
大
手
一
丁
目
四

保
健
セ
ン
タ
ー
　
山

四
番
一
号

ー

番
一
号

梨
県
歯
科
医
師
会

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
春
日
居
町
加
茂

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
春
日
居
七
十
七
番
地
一

会

支
所

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
石
和
町
小
石
和

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
石
和
支
七
百
五
十
一
番
地

会

所

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
八

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
御
坂
支
十
七
番
地

会

所

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
八
代
町
南
三
百

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
八
代
支
二
十
六
番
地
一

会

所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
六



社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
一
宮
町
末
木
八

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
一
宮
支
百
三
十
九
番
地

会

所

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
居
宅
介
護
笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
二

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

支
援
事
業
所
　
境
川
支
千
五
百
八
十
八
番
地

会

所

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
春
日
居
町
加
茂

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
春
日
居
支
所
七
十
七
番
地
一

会社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
石
和
町
小
石
和

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
石
和
支
所

七
百
五
十
一
番
地

会社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
八

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
御
坂
支
所
「
十
七
番
地

会

あ
お
ぞ
ら
」

社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
八

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
御
坂
支
所

十
七
番
地

会社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
八
代
町
南
三
百

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
八
代
支
所

二
十
六
番
地
一

会社
会
福
祉
法
人
　
笛

笛
吹
市
八
代
町
南
三

笛
吹
市
指
定
訪
問
介
護
笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
二

吹
市
社
会
福
祉
協
議

百
二
十
六
番
地
一

事
業
所
　
境
川
支
所

千
五
百
八
十
八
番
地

会
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

富
士
川
水
系
塩
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の

で
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所
に
備
え
置
き
、
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

公
　
　
　
告

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
内
田
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
東
四
百
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
内
田
光
司

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
第
一
一
九
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の

取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
四
月
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
興
建
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
都
留
郡
丹
波
山
村
二
千
八
百
四
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
青
柳
秀
和

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
第
六
二
三
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
七



四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
四
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
新
府

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
四
百
十
番
地
六

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
戸
嶋
幸
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
二
六
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
地
場
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
御
坂
町
金
川
原
八
百
五
十
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
地
場
亜
紀
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
七
）
第
五
〇
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ワ
イ
ジ
ー
ケ
イ
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
石
田
四
丁
目
七
番
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
平
出
義
文

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
六
八
九
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
天
野
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
四
十
九
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
天
野
徳
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
八
五
一
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
八



'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
千
五
百
七
十
六
番
地
二
十
七

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
金
丸
美
奈
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
八
八
六
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
水
上
土
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
大
里
町
二
千
百
十
三
番
地

３
　
相
続
人
の
氏
名
　
水
上
真
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
六
六
六
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ

ク
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
信
玄
土
木
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
境
川
町
石
橋
二
千
六
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
澤
一
貴

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
第
四
七
一
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
米
山
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
住
吉
五
丁
目
七
番
十
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
米
山
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
五
四
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及

び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
三
九



平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
柏
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
曽
根
町
三
千
百
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
池
田
謙
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
七
〇
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
　

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
麻
野
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
千
九
百
八
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
麻
野
琢
也

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
八
）
第
一
四
二
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ス
プ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
御
太
刀
一
丁
目
十
一
番
二
十
二
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
春
風
信
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
八
四
六
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
塗
装
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
向
山
塗
料
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
町
二
千
二
百
四
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
向
山
明
好

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
第
八
六
一
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
防
水
工
事
業
及
び

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
四
〇



二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
米
山
実
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
堀
之
内
町
八
百
六
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
米
山
紀

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
八
）
第
四
一
三
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
並
び
に
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事

業
、
石
工
事
業
、
電
気
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
水
道

施
設
工
事
業
及
び
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
山
梨
藤
吉
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
相
生
一
丁
目
十
三
番
六
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
秋
山
大
平

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
四
四
九
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事

業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
管
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
　

工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、

塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
サ
ク
ラ
イ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
櫻
井
知
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
七
九
八
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
栄
設
備

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
道
志
村
六
千
二
百
二
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
佐
藤
光
栄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
一
七
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事

業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取

り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
四
一



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
昭
和
技
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
二
千
八
十
番
地
六

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
齋
城
誠

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
二
八
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん

せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
り
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
九
年
七
月
五
日
（
木
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
大
月
市
御
太
刀
二
丁
目
十
一
番
二
十
二
号
　
大
月
市
民
会
館
四
階
視
聴
覚
室

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
大
月
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
つ
い
て

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
指
導
課

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日
（
木
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
富
士
・
東

部
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
指
導
課
並
び
に
大
月
市
地
域
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
中
河
原
三
三
六
五
の
一
、
三
三
六
五
の
二
、
三
三
六
五
の
三
、
三
三
六

八
の
一
、
三
三
六
八
の
二
、
三
三
七
〇
の
一
、
三
三
七
〇
の
二
、
三
三
七
二
の
一
及
び
三
三
七
二
の

二
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
昭
和
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
千
九
百
九
番
五
　
千
野
厚

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
井
之
口
字
今
川
一
〇
九
一
の
一
及
び
一
〇
九
一
の
六
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
山
之
神
千
百
四
十
三
番
七
　
株
式
会
社
オ
ー
エ
ス
ド
ラ
ッ
グ
ス
　
代
表
取
締
役
　
志
村
喜

孝

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
一
町
畑
字
西
之
神
二
一
七
の
六
、
四
九
七
の
二
、
四
九
七
の
三
及
び
五
〇
三
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
渋
谷
区
本
町
一
丁
目
六
番
二
号
　
カ
シ
オ
計
算
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
樫
尾
和
雄

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
四
二



'
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
向
切
詰
五
〇
六
の
二
九
六
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
五
番
一
号
　
富
士
急
行
株
式
会
社
　
取
締
役
社
長
　
堀
内
光
一
郎

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
四
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
六
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

四
四
四


